
日

号
外

ペ
ー
ジ

〇

条

例

�
広
島
県
公
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
条
例

��
49��

�
広
島
県
障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
条
例

〃

〃��

�
児
童
福
祉
法
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
過
料
に
関
す
る
条
例

〃

〃��

�
広
島
県
歓
楽
的
雰
囲
気
を
過
度
に
助
長
す
る
風
俗
案
内
の
防
止
に
関
す
る
条
例

〃

〃

〃

�
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

〃

〃��

�
障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

〃

〃

〃

�
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃��

�
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃��

�
広
島
県
職
員
定
数
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃��

��
広
島
県
部
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃

〃

��
広
島
県
行
政
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃��

��
広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

〃

〃

〃

��
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃��

��
広
島
県
手
数
料
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃

〃

��
広
島
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃��

��
広
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃

〃

��
自
然
公
園
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃��

��
広
島
県
立
も
み
の
き
森
林
公
園
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃

〃

��
広
島
県
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

〃

〃��

��
修
学
資
金
等
の
返
還
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃

〃

��
広
島
県
動
物
愛
護
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃��

��
広
島
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃��

��
広
島
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃

〃

��
広
島
県
立
高
等
学
校
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃

〃

��
広
島
県
警
察
本
部
の
組
織
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃�� ��
公
衆
に
著
し
く
迷
惑
を
か
け
る
暴
力
的
不
良
行
為
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃

〃

��
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

〃

〃��

��
広
島
県
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

〃

〃��

��
広
島
県
か
ん
き
つ
規
格
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

〃

〃

〃

��
広
島
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃

〃

��
広
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

��
60�

��
広
島
県
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

〃

〃�

〇

規

則

�
広
島
県
会
計
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

��

�
広
島
県
証
明
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め

る
規
則

〃�

�
広
島
県
土
砂
の
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則���

�
広
島
県
契
約
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

���

��
広
島
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃

��
広
島
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃�

��
広
島
県
動
物
愛
護
管
理
条
例
施
行
規
則
及
び
広
島
県
地
方
機
関
の
長
に
対
す
る

事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

���

��
広
島
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃

��
広
島
県
立
広
島
国
際
協
力
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

54�

��
広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処

理
す
る
事
務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

���

��
広
島
県
立
広
島
国
際
協
力
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

〃�

��
広
島
県
県
営
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃

��
広
島
県
税
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

��
60��

〇

合

同

訓

令

�
技
術
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

��
57�

�
技
術
員
等
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

〃

〃�
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〇

告

示

���
福
山
市
の
人
口

�
31�

���
公
共
用
水
域
が
該
当
す
る
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
類
型
の
指
定��

���
昭
和
五
十
年
広
島
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号(

水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の

類
型
指
定)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

〃

〃

���
昭
和
五
十
一
年
広
島
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号(

水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準

の
類
型
指
定)
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

〃

〃

���
昭
和
五
十
四
年
広
島
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号(

水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準

の
類
型
指
定)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

〃

〃

���
昭
和
四
十
八
年
広
島
県
告
示
第
百
七
十
一
号(

騒
音
の
規
制
に
関
す
る
定
め)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

〃

〃

���
漁
業
の
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
な
ど
の
定
め

〃

〃

���
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知

〃�

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
保
安
林
予
定
森
林

〃�

���
車
両
制
限
令
の
規
定
に
よ
る
通
行
す
る
車
両
の
総
重
量
の
最
高
限
度
を
二
十
五

ト
ン
と
す
る
道
路
の
指
定

〃

〃

���
車
両
制
限
令
の
規
定
に
よ
る
通
行
す
る
車
両
の
高
さ
の
最
高
限
度
を
四
・
一
メ

ー
ト
ル
と
す
る
道
路
の
指
定

〃�

���
道
路
の
区
域
変
更

〃�

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
〃

〃�

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
道
路
の
供
用
開
始

〃�

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
告
示
第
六
百
十
四
号(

広
島
県
屋
外
広
告
物
条
例
に
よ

る
地
域
、場
所
、
物
件
の
指
定)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

〃

〃

���
都
市
計
画
の
変
更

〃

〃

���
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

〃�

���
〃

〃

〃

���
平
成
十
六
年
広
島
県
告
示
第
千
三
百
七
十
八
号(

広
島
県
行
政
手
続
等
に
お
け

る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
情
報
通
信
の
技

術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う
こ
と
が
で
き
る
手
続
等)

の

一
部
を
改
正
す
る
告
示

��

���
地
籍
調
査
に
伴
う
字
の
区
域
の
変
更

〃�

���
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
施
術
者
の
指
定

〃�

���
生
活
保
護
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
指
定
施
術
者
の
廃
止

〃

〃 ���
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
〃

〃�

���
平
成
十
六
年
広
島
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号(

経
営
規
模
等
評
価
の
申
請
の
時

期
及
び
方
法
等
並
び
に
総
合
評
定
値
の
請
求
の
時
期
及
び
方
法
等)

の
一
部
を

改
正
す
る
告
示

〃

〃

���
道
路
の
区
域
変
更

〃

〃

���
都
市
計
画
の
変
更

〃�

���
住
宅
地
区
改
良
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
の
変
更

〃

〃

���
保
安
林
予
定
森
林

��

���
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知

〃�

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知

〃�

���
道
路
の
区
域
変
更

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
〃

〃�

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
道
路
の
供
用
開
始

〃�

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定

〃�

���
〃

〃�

���
建
築
基
準
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
確
認
検
査
機
関
の
業
務
区
域
の
変
更
の
認
可

〃�

���
港
湾
法
の
規
定
に
よ
る
臨
港
地
区
の
指
定
等

��
36�

���
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証(

市
町
村)

���

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
〃

〃�

���
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
施
術
者
の
指
定

〃

〃

���
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知

〃

〃

���
〃

〃

〃
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���
〃

〃

〃

���
都
市
計
画
の
変
更

〃�

���
〃

〃

〃

���
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

〃

〃

���
港
湾
法
の
規
定
に
よ
る
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
分
区
の
指
定

��
39�

���
換
地
計
画
に
伴
う
字
の
区
域
の
変
更

��
〃

���
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知

〃�

���
〃

〃

〃

���
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知

〃

〃

���
〃

〃�

���
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
公
共
測
量
の
実
施

〃

〃

���
道
路
の
区
域
変
更

〃�

���
道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

���
港
湾
法
の
規
定
に
よ
る
臨
港
地
区
の
指
定
等

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
〃

〃�

���
都
市
計
画
事
業
の
認
可

〃

〃

���
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

〃�

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
〃

〃�

���
平
成
十
六
年
広
島
県
告
示
第
七
百
七
十
二
号(

証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
人

の
指
定)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

���

���
農
業
振
興
地
域
の
指
定
の
変
更

〃�

���
〃

〃

〃

���
公
共
測
量
の
実
施

〃

〃

���
道
路
の
区
域
変
更

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
道
路
の
供
用
開
始

〃�

���
広
島
県
建
築
計
画
概
要
書
等
閲
覧
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

〃

〃

���
広
島
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
変
更

���

���
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
構
造
等
変
更
許

可
認
可
申
請
の
概
要

〃

〃

���
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分

〃�

���
広
島
県
産
業
科
学
技
術
研
究
所
の
使
用
料
徴
収
事
務
の
委
託

〃�

���
臨
時
種
畜
検
査
の
結
果
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
た
種
畜

〃

〃 ���
道
路
の
区
域
変
更

〃�

���
〃

〃

〃

���
道
路
の
供
用
開
始

〃�

���
〃

〃

〃

���
港
湾
法
の
規
定
に
よ
る
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
分
区
の
指
定

〃

〃

���
平
成
十
二
年
広
島
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号(

広
島
県
が
管
理
す
る
港
湾
の
臨

港
地
区
内
の
分
区
に
お
け
る
構
築
物
の
規
制
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
事
業
、

官
公
署
、
製
造
事
業
、
地
域
、
団
体
及
び
業
者
並
び
に
便
益
施
設
の
指
定)

の

一
部
を
改
正
す
る
告
示

〃

〃

���
都
市
計
画
の
変
更

〃

〃

���
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

〃�

���
県
営
平
成
ヶ
浜
住
宅
駐
車
場
の
使
用
料
徴
収
事
務
の
委
託

〃

〃

���
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定

〃

〃

���
土
砂
災
害
等
警
戒
区
域
等
の
指
定

〃

45�

���
〃

〃

〃�

���
〃

〃

〃�

���
公
有
水
面
埋
立
て
の
竣
し
ゅ
ん
功
の
認
可

��
46�

���
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許

〃

〃�

���
〃

〃

〃�

���
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
を
設
け
る
普
通
地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
加
及

び
こ
れ
に
伴
う
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
変
更

���

���
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
許
可
申
請

の
概
要

〃

〃

���
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定

〃�

���
〃

〃

〃

���
〃

〃�

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
家
畜
伝
染
病
の
発
生

〃

〃

���
道
路
の
区
域
変
更

〃�

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
〃

〃�

���
道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

〃

〃

���
〃

〃�

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃
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���
〃

〃

〃

���
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

〃�

���
県
議
会
の
定
例
会
で
議
決
さ
れ
た
予
算
の
概
要

〃

50�

���
公
有
水
面
埋
立
て
の
竣
し
ゅ
ん
功
の
認
可

〃

51

〃

���
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定

〃

52

〃

���
〃

〃

〃�

���
〃

〃

〃�

���
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定

���

���
平
成
十
三
年
広
島
県
告
示
第
六
百
五
十
九
号(

自
然
公
園
施
設
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
の
規
定
に
よ
る
牛
小
屋
高
原
公
園
施
設
に
お
け
る
シ
ャ
ワ
ー
そ
の

他
の
設
備
等
の
利
用
料
金
の
範
囲)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

〃

〃

���
広
島
県
と
廿
日
市
市
と
の
間
に
お
け
る
極
楽
寺
山
公
園
施
設
及
び
細
見
谷
公
園

施
設
の
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

〃

〃

���
広
島
県
と
山
県
郡
北
広
島
町
と
の
間
に
お
け
る
聖
湖
公
園
施
設
管
理
事
務
の
事

務
委
託
に
関
す
る
規
約

〃�

���
広
島
県
と
三
原
市
の
間
に
お
け
る
御
調
八
幡
宮
公
園
施
設
管
理
事
務
の
事
務
委

託
に
関
す
る
規
約

〃�

���
広
島
県
と
福
山
市
と
の
間
に
お
け
る
山
野
峡
公
園
施
設
管
理
事
務
の
事
務
委
託

に
関
す
る
規
約

〃�

���
広
島
県
立
中
央
森
林
公
園
に
お
け
る
広
場
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
、
自
転
車

そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
施
設
等
の
利
用
料
金
の
範
囲

〃��

���
救
急
病
院
等
の
認
定

〃

〃

���
結
核
予
防
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

〃��

���
結
核
予
防
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退

〃

〃

���
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

〃

〃

���
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止

〃

〃

���
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施

〃��

���
家
畜
伝
染
病
の
発
生
予
防
及
び
発
生
予
察
の
た
め
の
検
査
並
び
に
注
射
の
実
施

〃

〃

���
換
地
計
画
に
伴
う
字
の
区
域
の
変
更

〃��

���
保
安
林
の
指
定
の
解
除

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
保
安
林
予
定
森
林

〃��

���
〃

〃

〃

���
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知

〃

〃

���
〃

〃��

���
公
共
測
量
の
実
施

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
道
路
の
区
域
変
更

〃

〃

���
〃

〃��

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃 ���
〃

〃��

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
道
路
の
供
用
開
始

〃��

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
〃

〃

〃

���
浸
水
想
定
区
域
の
指
定

〃

〃

���
海
岸
保
全
区
域
の
変
更

〃��

���
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

〃

〃

���
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
の
変
更

〃��

���
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定

〃

〃

���
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

〃��

���
〃

〃

〃

���
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

〃

〃

���
〃

〃��

���
〃

〃

〃

���
公
有
水
面
埋
立
て
の
竣

し
ゅ
ん
功
の
認
可

��
59�

〇

公

告

技
能
検
定
試
験(

前
期)

の
実
施

�
31�

技
能
検
定
試
験(

随
時)

の
実
施

〃

〃�

一
般
競
争
入
札

〃

〃�

落
札
者
等
の
公
示

〃

32�

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

��

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
県
の
意
見

〃

〃

〃

〃��

第
五
種
共
同
漁
業
に
お
け
る
漁
業
権
者
が
実
施
す
べ
き
増
殖
基
準
の
設
定

〃

〃

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

〃

〃

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

〃

〃

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
協
議
の
適
否
決
定(

市
町
村)

〃

〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

〃��

市
町
村
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し

��

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

〃

〃

平
成
十
八
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施

�
34�

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

��

製
菓
衛
生
師
試
験
の
実
施

〃��

貸
金
業
者
の
所
在
の
確
知
不
能

〃��

平成18年 4月27日 (木曜日)
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
市
の
意
見
の
概
要

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃��

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃��

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
町
の
意
見
の
概
要

〃

〃

〃

〃

〃

争
議
行
為
の
予
告

〃

〃

〃

〃��

林
業
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
の
抹
消

〃

〃

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

〃

〃

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

〃

〃

土
地
改
良
区
の
清
算
人
の
退
任

〃��

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

〃

〃

落
札
者
等
の
公
示

��
36�

〃

〃

〃�

〃

〃

〃

〃

争
議
行
為
の
予
告

���

県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
樹
立

〃�

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

〃

〃

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
同
意(

市
町
村)

〃

〃

土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
同
意(

市
町
村)

〃

〃

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
協
議
の
適
否
決
定(

市
町
村)

〃�

〃

〃

〃

平
成
十
七
年
度
後
期
技
能
検
定
の
合
格
者

��
37�

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

���

広
島
県
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
計
画
の
修
正

〃

〃

福
山
・
笠
岡
地
区
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
計
画
の
修
正

〃

〃

岩
国
・
大
竹
地
区
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
防
災
計
画
の
修
正

〃�

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

〃

〃

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
市
の
意
見
の
概
要

〃�

市
町
村
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し

〃

〃

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

〃

〃

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

〃

〃

換
地
計
画
認
可
申
請
の
適
否
決
定(

市
町
村)

〃��

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

〃

〃

土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
認
可(

土
地
改
良
区)

〃

〃

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

���
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
市
の
意
見
の
概
要

〃

〃

〃

〃�

土
地
改
良
区
の
清
算
人
の
退
任

〃

〃

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

〃

〃

〃

〃

〃

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
同
意(

市
町
村)

〃

〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

〃

〃

平
成
十
七
年
度
後
期
技
能
検
定
の
合
格
者

〃

42�

広
島
県
果
樹
農
業
振
興
計
画
の
公
表

〃

41

〃

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

���

市
町
村
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し

〃�

〃

〃

〃

〃

〃

〃

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

〃

〃

換
地
計
画
認
可
申
請
の
適
否
決
定(

市
町
村)

〃

〃

一
般
競
争
入
札

��
48�

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
市
の
意
見
の
概
要

���

争
議
行
為
の
予
告

〃

〃

土
地
収
用
法
の
規
定
に
よ
る
土
地
立
入
り
の
許
可

〃��

市
町
村
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し

〃

〃

〃

〃

〃

換
地
処
分(

土
地
改
良
区)

〃

〃

土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
同
意(

市
町
村)

〃

〃

土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
認
可(

土
地
改
良
区)

〃

〃

土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
同
意(

市
町
村)

〃��

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

〃

〃

換
地
処
分(

市
町
村)

〃

〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

〃

〃

土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
同
意(

市
町
村)

〃

〃

軽
油
引
取
税
の
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し

����

争
議
行
為
の
予
告

〃

〃

〃

〃

〃

市
町
村
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し

〃

〃

市
町
村
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し

〃

〃

〃

〃

〃

土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

〃��

換
地
計
画
認
可
申
請
の
適
否
決
定(

市
町
村)

〃

〃

換
地
処
分(

市
町
村)

〃

〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

〃

〃
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土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
同
意(

市
町
村)

〃

〃

〃

〃��

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

〃

〃

落
札
者
等
の
公
示

��
59�

〇

企
業
局
告
示

�
広
島
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
規

定
に
よ
り
、
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う

こ
と
が
で
き
る
手
続
等

��

〇

企
業
局
公
告

落
札
者
等
の
公
示

��
39�

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃�

〃

〃

〃

〃

〇

教
育
委
員
会
規
則

�
広
島
県
教
育
委
員
会
組
織
規
則
及
び
広
島
県
教
育
委
員
会
職
の
設
置
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

��
56�

〇

教
育
委
員
会
訓
令

�
公
立
学
校
共
済
組
合
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
職
員
を
定
め
る
訓
令
の
一
部
を
改

正
す
る
訓
令

��
56�

〇

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令

�
広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

��
56�

�
広
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

〃

〃

〃

�
広
島
県
立
学
校
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

〃

〃�

〇

教
育
委
員
会
告
示

�
広
島
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
規

定
に
よ
り
、
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う

こ
と
が
で
き
る
手
続
等

����

〇

教
育
委
員
会
教
育
長
告
示

�
平
山
郁
夫
美
術
館
に
係
る
博
物
館
登
録
原
簿
の
登
録
の
変
更

���

�
平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
広
島
県
立
吉
田
少
年
自
然
の
家
受
入
指
導
業
務
委
託

契
約
及
び
広
島
県
立
福
山
少
年
自
然
の
家
受
入
指
導
業
務
委
託
契
約
の
指
名
競

争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等

〃��

�
広
島
県
立
総
合
体
育
館
管
理
運
営
規
則
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示����

〇

教
育
委
員
会
教
育
長
公
告

広
島
県
立
歴
史
博
物
館
の
休
館

���

一
般
競
争
入
札

�
32�

落
札
者
等
の
公
示

�
32�

〇

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

��
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨

�
33�

��
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

���

��
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

〃

〃

��
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

〃

〃

��
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等��
58�

〇

人
事
委
員
会
規
則

�
深
品
環
境
衛
生
組
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則���

�
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則��
53�

�
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃��

�
市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の

実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃��

�
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃��

��
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃��

��
人
事
異
動
の
取
扱
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃

〃

��
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃

〃

��
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃��

��
職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

��
57�

��
市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の

実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃��

��
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃��

��
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃

〃

��
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃��

〇

人
事
委
員
会
訓
令

�
広
島
県
人
事
委
員
会
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

��
57��

〇

人
事
委
員
会
告
示

�
広
島
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
規

定
に
よ
り
、
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う

こ
と
が
で
き
る
手
続
等

��

�
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報

����

〇

人
事
委
員
会
公
告

広
島
県
警
察
官
及
び
広
島
県
職
員(

警
察
少
年
育
成
官)

採
用
試
験
の
実
施��
40�

〇

公
安
委
員
会
規
則

�
広
島
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
及
び
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
広
島
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
規
定
の
読
替
え

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

��
43�

〇

公
安
委
員
会
告
示

��
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

���

��
〃

��
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��
〃

���

��
〃

���

��
〃

����

��
〃

���

��
〃

���

��
〃

����

��
〃

����

〇

警
察
本
部
告
示

��
広
島
県
警
察
本
部
庁
舎
取
締
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

��
36�

〇

公
安
委
員
会
公
告

��
旧
警
備
業
検
定
合
格
者
審
査
の
実
施

��
38�

��
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施

〃

〃�

〇

監
査
委
員
公
表

監
査
の
結
果

�
35�

二
月
例
月
出
納
検
査
の
結
果

����

住
民
監
査
請
求
に
係
る
勧
告
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
の
内
容

��
44�

監
査
の
結
果

��
47

〃

平
成
十
七
年
度
包
括
外
部
監
査
の
結
果

��
55

〃

〇

労
働
委
員
会
規
則

�
広
島
県
労
働
委
員
会
の
総
会
に
関
す
る
規
則

����

〇

労
働
委
員
会
告
示

�
広
島
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
規

定
に
よ
り
、
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
、
又
は
行
う

こ
と
が
で
き
る
手
続
等

��

〇

収
用
委
員
会
公
告

土
地
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
の
決
定

���

土
地
収
用
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
公
示
送
達

���

〇

正

誤

平
成
十
七
年
十
二
月
十
五
日
付
け
広
島
県
報(

定
期)

第
九
十
五
号
中
広
島
県

告
示
第
千
三
百
二
十
八
号
の
訂
正

���

平
成
十
八
年
三
月
二
日
付
け
広
島
県
報(

定
期)

第
十
六
号
中
広
島
県
公
告
の

訂
正

���

平
成
十
八
年
二
月
二
十
日
付
け
広
島
県
報(

定
期)

第
十
三
号
中
広
島
県
公
告

の
訂
正

〃

〃

平
成
十
八
年
三
月
十
日
付
け
広
島
県
報(

号
外)

第
三
十
六
号
中
広
島
県
告
示

第
二
百
六
十
五
号
の
訂
正

〃

〃

平
成
十
八
年
三
月
八
日
付
け
広
島
県
報(

号
外)

第
三
十
五
号
中
監
査
委
員
公

表
の
訂
正

〃

〃

平
成
十
八
年
三
月
六
日
付
け
広
島
県
報(

定
期)

第
十
七
号
中
広
島
県
人
事
委

員
会
告
示
の
番
号
の
訂
正

����

平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
付
け
広
島
県
報(

定
期)

第
二
十
一
号
中
広
島
県
公

告
の
訂
正

����

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日
付
け
広
島
県
報(

定
期)

第
二
十
号
中
広
島
県
告
示

第
二
百
七
十
九
号
の
訂
正

〃

〃
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